
国

15.0% 調整交付金

5.0%相当

県

17.5%

市

12.5%

支払基金

交付金

（２号被保険者）

27.0%

保険料

（第１号被保険者）

23.0%

施設等給付費

国

38.5%

県

19.25%

市

19.25%

保険料

（第１号被保険者）

23.0%

包括的支援事業・任意事業

国

20.0%

調整交付金

5.0%相当

県

12.5%
市

12.5%

支払基金

交付金

（第２号被保険者）

27.0%

保険料

（第１号被保険者）

23.0%

介護予防・日常生活支援総合事業

国

20.0%

調整交付金

5.0%相当

県

12.5%

市

12.5%

支払基金

交付金

（第２号被保険者）

27.0%

保険料

（第１号被保険者）

23.0%

居宅給付費

介護保険事業の財源構成（第８期：令和３年度から令和５年度） 

 
介護保険サービス給付の財源及び地域支援事業の財源として、第１号被保険者の負

担割合は23.0％になっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保険給付に要する費用の財源は、40 歳以上の被保険者が負担する保険料と、国・都道府

県・市町村が負担する公費でまかなわれ、保険料と公費の割合は原則として 50％ずつとな

っています。 

 


